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審 査 基 準 整 理 票 

処 分 名  占用の許可 

根 拠 法 令 名 
大津市下水道条例 

（昭和 43年条例第 36号） 
(条項)第 23条の２ 

基 準 法 令 名 
大津市下水道条例施行規程 

（平成 22年企業局管理規程第３号） 
(条項)第 20条 

所 管 部 署 企業局   下水道施設課   業務管理グループ 

標 準 処 理 期 間 20日 法定処理期間 － 日 

【審査基準】 ・文書の名称【                   】 

       ・掲載図書等【                   】 

       ・内 容  ■全部記載  □一部・項目のみ記載 

 

［占用許可基準］ 
  
公共下水道の敷地又は排水施設の占用許可は大津市下水道条例第 23条の２に規定する占用不

許可の事由に該当しないことを基準とする。 
 

  １．下水道法及び関係条例等を守らないおそれのある場合 
  ２．許可を受けた目的以外に使用される場合 

 ３．占用物件の構造等により、公共下水道施設が損傷するおそれのあるもの 
 ４．占用料を前納されない場合 
５．利害関係人の同意書を得られない場合 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

参 考 

 

[根拠法令] 
大津市下水道条例 

(占用の許可等) 
 第 23 条の２ 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(排水設備を除く。以下「占用物件」とい

う。)を設け、公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、公営企業管理者に申
請してその許可を受けなければならない。ただし、占用物件について第 22条の許可を受けた
ときは、その許可をもって占用の許可とみなす。 

2 前項の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならない。 
3 前項の占用料については、大津市行政財産使用料条例(昭和 46年条例第１号)の例による。 
 
［基準法令］ 

大津市下水道条例施行規程 
(占用の許可の申請) 

第 20条 条例第 23条の２(条例第 24条において準用する場合を含む。)の規定による公共下水
道敷地等の占用の申請は、公共下水道敷地等占用申請書(様式第 22号)により行わなければな
らない。 

2 公営企業管理者は、前項の申請により公共下水道敷地等の占用を許可したときは、公共下水
道敷地等占用許可書(様式第 23号)を交付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書

等の縦覧をもって代えることができる。 
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